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常時使用する労働者が５０名以上の場合は、事業場の規模に応じて、資格を有する者のうちから衛生管理者 
を選任することが義務づけられています。 （労働安全衛生法第１２条・労働安全衛生法施行令第４条） 
 

業種の区分と資格 （労働安全衛生規則 第７条第１項３号） 
業種の区分 資格 

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業（物の加

工業を含む。）、電気業、ガス業、水道業、熱

供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、

医療業、清掃業 

第１種衛生管理者免許 
衛生工学衛生管理者免許 
医師  
歯科医師 
労働衛生コンサルタント等 

その他の業種 

第１種衛生管理者免許 
第２種衛生管理者免許 
衛生工学衛生管理者免許 
医師  
歯科医師 
労働衛生コンサルタント等 

 
事業場の規模と選任する衛生管理者の人数 （労働安全衛生規則 第７条第１項４号） 
事業場の規模（常時使用する労働者数） 衛生管理者数 

５０人以上２００人以下 １人 
２００人を超え５００人以下 ２人 
５００人を超え１，０００人以下 ３人 
１，０００人を超え２，０００人以下 ４人 
２，０００人を超え３，０００人以下 ５人 
３，０００人を超える場合 ６人 

 
 
準備講習とは （第１種衛生管理者免許試） 

 第１種衛生管理者免許試験に備えて、独学では難しい合格の鍵となる重要なポイントと、これまでに出題さ 
れた例題を、初めての受験者にも分かりやすく指導をする講習です。 
免許試験は別に受験することになります。（受験料が別に必要となります。） 
準備講習を受けても資格は取得できませんのでご注意下さい。 
受験は、各自で受験申請をして受験して下さい。当協会では受験申請手続きはしておりません。 
 
免許試験について 
第１種衛生管理者免許試験は「関東安全衛生技術センター」で実施しております。 
受験資格、試験日、受験申請手続き等の詳細は「関東安全衛生技術センター」のホームページでご確認下さ 
い。 
こちらから確認できます。→ 詳細（関東安全衛生技術センター） 
 

 

http://www.kanto.exam.or.jp/

